
Ｎｏ
属性的範
囲

具体的に 第一段階 第二段階 第三段階

母集団名
簿作成の

有無
（○、×）

母集団
名簿更
新周期

1 国勢調査 全調査票 1 世帯・個人 本邦の範囲に常住する者 ５年 全数
約5600万世帯

(R2)
調査員 ー

・市町村長は、調査年の前年の十月一日現在により、当該市町村の区域を住
居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）に規定する街区等に基づき区
画した基本単位区を基礎として、当該区域内に居住する世帯の数がおおむね
五十世帯になるように調査区を設定。調査区の設定に当たっては、直近の国
勢調査の調査区関係書類その他市町村が把握する情報を参考とするほか、
現地踏査を行う。

・調査員（民間事業者を含む。以下同じ。）は、担当する調査区
内を巡回し、当該調査区の範囲を確認し、『調査区要図』を作成

・調査書類一式の配布期間に、調査員は、
担当する調査区内の全世帯を訪問し、調査
票等の調査書類一式を配布するとともに、
世帯主の氏名及び世帯員の数（男女の別を
含む。）を聴取し、『調査世帯一覧』に必要な
事項を記入する。この調査世帯一覧が調査
客体名簿となる。不在世帯に対しては、調
査書類一式を郵便受けに入れるなどして配
布し、『調査世帯一覧』に必要な事項は、提
出状況の確認時や調査書類の審査時に補
記を行う。

× -

2
住宅・土地統計調
査

全調査票 2 世帯・個人
住宅等及びこれらに居住してい
る世帯（住戸）

５年 標本 約370万(R2) 調査員 直近の国勢調査の調査区情報
平成27年国勢調
査人口等基本集

計公表後

直近の国勢調査調査区を第１次抽出単位、調査区内の住戸を第２次抽出単
位とする層化２段抽出方法による無作為抽出による。

第１次抽出では、実施年の二月一日現在により、直前に行われた国勢調査の
ため設定された調査区について、総務省が、市区町村の人口規模に基づき調
査区を層化した上で、調査区を抽出し、市町村が、当該調査区から無作為抽
出により調査単位区を設定。

第２次抽出では、市町村が無作為抽出により、各調査単位区か
ら17 住戸を抽出し、調査対象とする。具体的には、調査員が巡
回して調査単位区内のすべての住戸を把握し、抽出単位名簿
を作成する。次に調査員が作成した抽出単位名簿から、調査対
象となる住戸を市町村が無作為抽出することにより、調査客体
名簿を作成する。

× -

3 労働力調査 全調査票 3 世帯・個人
世帯主及び世帯員（就業状態を
調査するのは15歳以上）

毎月 標本 48,191(R2) 調査員 平成27年国勢調査の調査区情報 調査実施月の前月

労働力調査は、層化２段抽出法による標本調査であり、国勢調査調査区を第
１次抽出単位とし、住戸を第２次抽出単位としている。

第１次抽出における調査区の抽出は、総務省が、各地域＊ごとに全ての調査
区を国勢調査の結果等に基づく特性により層に分けて、各地域の各層ごとに、
所定の抽出率と所定の抽出起番号を用いて系統抽出法により行う。
＊ 北海道、東北、南関東、北関東・甲信、東海、近畿、中国、四国及び九州・
沖縄。ただし、層化及び抽出は沖縄県を独立の１地域とした11 地域別に行う。

　第２次抽出における住戸の抽出は、都道府県が、第１次抽出
で抽出された標本調査区にある全ての住戸のうちから、所定の
抽出率及び抽出起番号を用いて系統（等間隔）抽出することに
より行う。抽出された住戸に居住する全ての世帯が調査対象と
なる。
　具体的には、調査員が実地に調査区を巡回して調査区地図を
作成することにより，調査区内の全ての住戸を把握し、把握した
各住戸の名称や住所，居住者の有無を記入した抽出単位名簿
を作成する。次に、調査員が作成した抽出単位名簿から都道府
県に設置される統計調査員（指導員）が調査対象となる住戸を
抽出することにより調査客体名簿を作成する。
　標本調査区は２年間固定し、選定した標本調査区では、各年
とも、同一の連続する４か月のみ調査を行う。その際には、前半
の２か月と後半の２か月で別の報告世帯に報告を求める。（す
なわち、報告世帯は、原則２年間にわたり、同じ２か月について
のみ報告を行うことになる。）また、標本調査区の変更に伴う
データの不連続が大きくならないようにするため、標本調査区
は、毎月約８分の１ずつ変更する。

× -

5 家計調査 全調査票 6 世帯・個人 世帯 毎月 標本 8,821(R2) 調査員
単位区の範囲については、国勢調査の調査区を使用するが、単位区内の
世帯名簿については、担当の調査員が単位区内を端から順に漏れなく実
地に巡回し、居住している全ての世帯について作成する。

調査開始の約１か
月前から、作成を

開始

層化３段抽出法（第１段―市町村、第２段―単位区、第３段―世帯）による無
作為抽出により調査対象世帯を選定。

以下の作業により、168市町村を選定。
・①都道府県庁所在市、②政令指定都市、③人口５万人以上の市を、直近の
国勢調査等に基づき、地方、産業的特色、世帯主の年齢構成等を考慮して74
層に分け各層１市を無作為抽出、④人口５万人未満の市町村を、地方、地理
的位置（海沿い、山地等）、世帯主の年齢構成を考慮して42層に分け各層1市
を町村無作為抽出。

・次に、以下の作業により、調査対象世帯を選定。
　各調査市町村内を直近の国勢調査の調査区を基に、調査区
を２調査区ずつまとめて単位区とし、総務省から割り当てられた
調査世帯数の調査に必要な数の単位区を市町村内全体から無
作為抽出し、調査対象単位区を選定。

調査員が、１人で２単位区を受け持って、そ
れぞれの単位区の全居住世帯の名簿を作
成。指導員がその名簿を基に、二人以上の
世帯については各単位区の調査対象世帯
の中から６世帯を、単身世帯については交
互の単位区から１世帯を無作為に選定し調
査客体名簿を作成。
  　調査単位区は、１年間継続して調査し、
毎月12分の１ずつが新たに選定した単位区
と交替する。調査世帯は、二人以上の世帯
については６か月、単身世帯については３
か月継続して調査され、順次、新たに選定さ
れた世帯と交替。
 　 単身の寮・寄宿舎単位区については、１
単位区から３か月ごとに６世帯を抽出し、３
か月継続して調査。

× -

8
地方公務員給与
実態調査

全調査票 9 その他
全地方公共団体及び特定地方
独立行政法人に所属する地方公
務員

５年 全数 約274万人(R2)
郵送

オンライン
調査客体名簿を作成することはしていない。 －

調査票を、総務大臣が全地方公共団体及び特定地方独立行政法人を通じて
職員に配布し、職員が、調査票に所定の事項を記入し、当該職員の属する地
方公共団体等に提出。地方公共団体等が都道府県を通じて調査票を総務省
へ提出する形で調査を実施。

× -

9
就業構造基本調
査

全調査票 10 世帯・個人
世帯主（又は世帯の代表者）及
び15歳以上の世帯員

５年 標本 499,710(R2) 調査員 直近の国勢調査の調査区情報 調査実施年９月

第１次抽出単位を直近の国勢調査調査区、第２次抽出単位を住戸とする層化
２段抽出法により選定。
まず、総務省が、直近の国勢調査調査区について、直近の国勢調査の結果等
に基づく特性により６層に分類した後、層ごとに調査区を都道府県、市区町村
コード等の基準により配列した上で、この配列を基に、それぞれ都道府県ごと
に、全調査区の15歳以上人口を累積し、累積した15歳以上に対して確率比例
系統抽出により、全国で約33,000調査区を抽出し、標本調査区として設定。

次に統計調査員が、標本調査区ごとに、調査区に含まれる全て
の住戸を確認して名簿を作成。

さらに、市町村が、名簿に記載された住戸を
「居住者無」、「居住者有」の順に配列。この
配列を基に、標本調査区ごとに、抽出起番
号を１とし、抽出間隔を「居住者有」の住戸
数を15で除し小数点以下を切り上げた値と
して、等確率系統抽出法により住戸を抽
出。抽出された「居住者有」の住戸数が15
未満の場合は、最初に抽出された「居住者
有」の住戸の次の住戸以降の配列につい
て、抽出住戸数が15になるまで上記と同様
に再度抽出を行い、調査客体名簿を作成。

× -

10
全国家計構造調
査（旧全国消費実
態調査）

全調査票 11 世帯・個人 世帯及び世帯員 ５年 標本

基本調査：
39,936

簡易調査：
43,656

(R2)

調査員
・直近の国勢調査の調査区情報
・住民基本台帳

調査実施年の７～
９月頃

○基本調査・簡易調査
標本抽出を市部と郡部に分けて行う。市部では各市の直近の国勢調査調査区
を第１次抽出単位、世帯を第２次抽出単位とする層化２段抽出法により調査世
帯を抽出。郡部では、町村を第１次抽出単位、各町村の国勢調査調査区を第
２次抽出単位、世帯を第３次抽出単位とする層化３段抽出法により調査世帯を
抽出。
  総務省が、全ての市及び地理的・産業別特徴などを考慮して抽出した町村か
ら、市区町村ごとに「基本調査」と「簡易調査」について所定数の国勢調査調査
区を抽出。「基本調査」は抽出した調査区と近接する調査区を合わせた２調査
区を１調査単位区とし、「簡易調査」は国勢調査１調査区を１調査単位区とす
る。
○家計調査世帯特別調査
　二人以上の世帯については、2019年11月から2020年２月までに家計調査の
家計簿の記入が終了する全ての世帯を選定し、単身世帯については、2019年
11月又は12月に家計調査の家計簿の記入が終了する全ての世帯を選定。
○個人収支状況調査
　2019年９月又は10月に家計調査の家計簿の記入が終了する二人以上の世
帯から、無作為抽出により、約900世帯を抽出。

○基本調査・簡易調査
　次に、市町村が、調査員の実地踏査等により作成した調査単
位区世帯名簿から、二人以上の世帯10世帯、単身世帯２世帯
を抽出し、調査客体名簿を作成する。調査単位区世帯名簿を作
成する際に、住民基本台帳を活用。

× -

令和3年4月1日時点の状況を照会

事業所・企業等以外(世帯・個人等)が調査対象の基幹統計調査の場合（各府省への照会結果を事務局にて整理したもの）

調査客体名簿の作成方法

作成時期

作成方法・手順

調査客体名簿の情報源
調査票の配布方法調査対象数

全数・
標本

調査の
周期

調査票統計調査
所
管
省

調査対象

Ｎｏ

総
務
省
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作成時期
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調査の
周期
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所
管
省
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Ｎｏ

総
務
省

11
社会生活基本調
査

全調査票 12 世帯・個人 10歳以上の世帯主及び世帯員 ５年 標本 87,732(R2) 調査員 平成22年国勢調査の調査区情報 調査実施年９月

第１次抽出単位を平成22年国勢調査調査区（ただし、平成27年国勢調査調査
区設定時に境界変更があった場合は、当該境界変更等を反映）とし、第２次抽
出単位を世帯とする層化２段抽出法により調査対象世帯を選定。

第１次抽出では、47都道府県ごとに人口に基づく確率比例系統抽出により、総
務省が全国で7,320国勢調査調査区を抽出。調査票Ａに係る調査区と調査票
Ｂに係る調査区は独立に抽出を行い、調査区数はそれぞれ6,912及び408とす
る。(ただし、熊本県においては、平成28年４月に発生した平成28年熊本地震
の影響により実施が困難となった９調査区を調査対象地域から除いた。)。

総務省が指定した各国勢調査調査区について、統計調査員が
が調査日の前に調査区内の全世帯を訪問し、世帯一覧を作
成。この世帯一覧から、都道府県が、等確率系統抽出により12
世帯を抽出し、調査客体名簿を作成。

× -

19 人口動態調査 全調査票 32 その他

戸籍法（昭和22年法律第224号）
の規定に基づく出生、死亡、婚姻
若しくは離婚の届出又は死産の
届出に関する規程（昭和21年厚
生省令第42号）の規定に基づく
死産の届出を受けた市区町村

毎月 全数 －
郵送

オンライン
調査客体名簿を作成することはしていない。 －

出生、死亡、婚姻、離婚又は死産の届出を受けた市町村長は、その届書に基
づいてすみやかに人口動態調査票を作成し、これを遅滞なく保健所長に送付
する。保健所長は、毎月、市町村長から送付された人口動態調査票をとりまと
め、その月の25日までに都道府県知事に送付するといった形で調査を実施。

× -

22 医療施設調査 動態調査票 38 その他

法、令、規則又は省令に基づき、
医療施設に関し、開設、変更又
は開設及び変更以外の所定の
手続を行ったすべての都道府
県、保健所を設置する市及び特
別区

毎月 全数 155(R2) オンライン 調査客体名簿を作成することはしていない。 －

法、令、規則又は省令に基づき、医療施設に関し、開設、変更又は開設及び
変更以外の所定の手続を行ったすべての都道府県、保健所を設置する市及
び特別区が、所定の手続を行った都度、動態調査票を作成し、毎月１日から月
末までの分を取りまとめ、厚生労働省に提出（市及び特別区は都道府県を通
じて）する形で調査を実施。

× -

大規模調査 41 世帯・個人
世帯及び世帯員(介護票は介護
保険法に基づく要介護者及び要
支援者)

３年

標本
（一部
の調
査地
区は
全数）

世帯票・健康
票；301,334

所得票・貯蓄
票；32,529

介護票；7,396
(R元)

調査員 直近の国勢調査の調査区情報

・世帯票、健康票、
介護票
　調査年の４月

・所得票、貯蓄票
　調査年の６月

調査票ごとに、以下の世帯及び世帯員が調査対象となる。
・世帯票・健康票
直近の国勢調査調査区から層化無作為抽出した地区内のすべての世帯及び
世帯員
・介護票
世帯票及び健康票の対象地区から層化無作為抽出した地区内のすべての介
護保険法（平成９年法律第123号）に基づく要介護者及び要支援者
・所得票・貯蓄票
世帯票及び健康票の対象地区内に、１単位区おおむね30世帯以下となるよう
設定した単位区から層化無作為抽出した単位区内のすべての世帯及び世帯
員（ただし、介護票の対象地区は抽出の対象から除く）

　直近の国勢調査調査区の調査区の中から、層化無作為抽出し、調査対象地
区名簿を作成し、都道府県・指定都市・中核市・保健所設置市等に送付。

都道府県等の調査員が、市区町村に赴き国勢調査関係書類を
閲覧、転記、複写し、総務省が選定した調査地区の範囲を確
認。

調査員が、調査地区内の全ての世帯へ調
査関係資料を配布した後訪問し、世帯主の
氏名、世帯の人数を質問し、調査客体名簿
を作成。

× -

簡易調査 42 世帯・個人 世帯及び世帯員

１年（大
規模調
査の実
施年を
除く）

標本
（一部
の調
査地
区は
全数）

世帯票；59,875
所得票；8,500

(H30)
調査員 直近の国勢調査の調査区情報

・世帯票
　調査年の４月
・所得票
　調査年の６月

調査票ごとに、以下の世帯及び世帯員が調査対象となる。
・世帯票
直近の国勢調査調査区から層化無作為抽出した地区内のすべての世帯及び
世帯員
・所得票
世帯票及び健康票の対象地区内に、１単位区おおむね30世帯以下となるよう
設定した単位区から層化無作為抽出した単位区内のすべての世帯及び世帯
員

　直近の国勢調査調査区の調査区の中から、層化無作為抽出し、
調査対象地区名簿を作成し、都道府県・指定都市・中核市・保健所設置市等
に送付。

都道府県等の調査員が、市区町村に赴き国勢調査関係書類を
閲覧、転記、複写し、総務省が選定した調査地区の範囲を確
認。

調査員が、調査地区内の全ての世帯へ調
査関係資料を配布した後訪問し、世帯主の
氏名、世帯の人数を質問し、調査客体名簿
を作成。

× -

農山村地域調査票（市区町村
用）

44 その他 市区町村 ５年 全数 1,896(R2)
郵送

オンライン
調査客体名簿を作成することはしていない。 － 全国の市区町村を対象に調査を行う。 × -

農山村地域調査票（農業集落
用）

45 その他
農業集落 （全域が市街化区域の
農業集落を除く）

５年 全数 138,243(R2)

調査員
郵送

オンライン
その他（農水省職

員）

地域の実情に精通する者について、市区町村の保持する情報（自治会長
名簿、農家組合長名簿等）

調査年の前年８月
末までに作成

農林業センサス農業集落精通者名簿を母集団として利用する。
農林業センサス農業集落精通者名簿は、市区町村の保持する情報（自治会長
名簿、農家組合長名簿等）を元に、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣
府沖縄総合事務局の農林水産センターが作成する、自治会長や農家組合長
等の地域の実情に精通する者(農業集落精通者)に関する情報が含まれてい
る名簿である。同名簿に搭載された地域の実情に精通する者（農業集落精通
者）に対して調査を行う。

○ 5年

耕地面積調査 48 その他
地方農政局等の職員又は統計
調査員による耕地面積の実測調
査

１年 標本 39,411(R2)
その他（地方農政
局等職員実測調

査）

調査実施年の５月
下旬まで

農林水産省統計部が都道府県別標本数を地方農政局等に通知。

地方農政局等が、都道府県別の田畑別耕地面積が的確に把
握できるよう性格階層ごとに調査対象数を配分し、系統抽出法
により調査対象とする単位区を抽出することにより、調査客体
名簿を作成。

（抽出した標本単位区内の全ての筆について、地方農政局職員
又は統計調査員による実測調査により、1筆ごとに現況地目及
び耕地の境界を確認することにより、耕地の田畑別面積、耕地
の田畑別の拡張及びかい廃面積を実測。）

○ １年

作付面積調査（水稲） 49 その他
地方農政局等の職員又は統計
調査員による作付面積の実測調
査

１年 標本 39,411(R2)
その他（地方農政
局等職員実測調

査）

調査実施年の５月
下旬まで

農林水産省統計部が都道府県別標本数を地方農政局等に通知。

地方農政局等が、都道府県別の水稲作付面積が的確に把握で
きるよう性格階層ごとに調査対象数を配分し、系統抽出法によ
り調査対象とする単位区を抽出することにより、調査客体名簿
を作成。
（抽出した標本単位区内の全ての筆について、地方農政局職員
又は統計調査員による実測調査により、1筆ごとに作付けの状
況を確認することにより、作付面積を実測。）

○ １年

作況調査（作柄概況調査、予
想収穫量調査、収穫量調査
(水稲））

52 その他

地方農政局等の職員又は統計
調査員による水稲の収穫量の実
測調査
実測調査を行う事務手続の過程
において、実測調査の対象とな
る作況標本筆の所有者から一部
事項について聞き取りを行う場
合がある（予想収穫量調査及び
収穫量調査において同じ。）。
また、集計に当たっては、実測調
査により把握した事項のほか、
過去の調査結果や気象データも
活用する（予想収穫量調査にお
いて同じ。）。

1年 標本 9,902(R2)
その他（地方農政
局等職員実測調

査）

空中写真（衛星画像等）に基づき、全国の全ての土地を隙間なく区分した
200メートル四方（北海道にあっては、400メートル四方）の格子状の区画の
うち、耕地が存在する区画を調査のための「単位区」とし、この単位区（区画
内に存する耕地について筆ポリゴン（農林水産省が衛星画像等を基に面積
調査用の地理情報システムにより筆（けい畔等で区切られた現況一枚のほ
場）ごとの形状に沿って作成した面をいう。）が作成されているものに限る。）
の集まりを母集団（全国約290万単位区）としている。
母集団は、ほ場整備、宅地への転用等により生じた現況の変化を反映する
ため、単位区の情報を、衛星画像等を基に補正することにより整備してい
る。
　地方農政局等において、母集団を各単位区内の耕地の地目（衛星画像等
から農林水産省が筆ポリゴンに情報を登録）に基づき地目階層（「田のみ階
層」、「田畑混在階層」及び「畑のみ階層」）に分類、その地目階層をほ場整
備の状況、水田率等の指標に基づき設定した性格の類似した階層（性格階
層）に分類し、性格階層別単位区リストを作成する。
　上記により作成された作物統計・耕地面積調査の階層別単位区のうち、
「田のみ階層」及び「田畑混在階層」の地目階層に分類される単位区のう
ち、水稲の栽培の用に供される単位区を母集団とする。

調査の実施期間ま
で

農林水産省統計部が都道府県別標本数を地方農政局等に通知。

地方農政局等が、通知された標本数の標本を、左記の作業に
より編成された階層から、調査対象とする単位区を田の耕地面
積に比例して抽出し、抽出した標本単位区内の水稲作付筆から
無作為に1筆を抽出し作況標本筆とすることにより、調査客体名
簿を作成。

○ １年

厚
生
労
働
省

空中写真（衛星画像等）に基づき、全国の全ての土地を隙間なく区分した
200メートル四方（北海道にあっては、400メートル四方）の格子状の区画の
うち、耕地が存在する区画を調査のための「単位区」とし、この単位区（区画
内に存する耕地について筆ポリゴン（農林水産省が衛星画像等を基に面積
調査用の地理情報システムにより筆（けい畔等で区切られた現況一枚のほ
場）ごとの形状に沿って作成した面をいう。）が作成されているものに限る。）
の集まりを母集団（全国約290万単位区）とする。
母集団は、ほ場整備、宅地への転用等により生じた現況の変化を反映する
ため、単位区の情報を、衛星画像等を基に補正することにより整備。
　地方農政局等において、母集団を各単位区内の耕地の地目（衛星画像等
から農林水産省が筆ポリゴンに情報を登録）に基づき地目階層（「田のみ階
層」、「田畑混在階層」及び「畑のみ階層」）に分類、その地目階層をほ場整
備の状況、水田率等の指標に基づき設定した性格の類似した階層（性格階
層）に分類し、性格階層別単位区リストを作成。

25
国民生活基礎調
査

26 農林業センサス

28 作物統計調査
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28 作物統計調査 被害調査（被害応急調査） 57 その他

農作物に被害が発生又はその可
能性があると認められる区域内
にある作物及びその栽培の用に
供される土地とし、対象作物は全
農作物。

随時
有意
抽出

57(R2)
その他（地方農政
局等職員実測調

査）

作物について重大な災害等が発生したと地方農政局等の長及び地方参事
官が認めた時又は統計部長が調査の必要を認めた時、地域内にある作物
の栽培の用に供される土地及び作物につき、被害面積及び被害量を職員
の巡回・見積り等により行う。
なお、被害見積り基準とするため、地方農政局等が選定した典型的な被害
ほ場を被害応急調査筆として調査し被害面積及び被害量を見積ることとし
ている。

農作物の栽培を開
始してから収穫さ
れるまでの間に災
害等によって、農
作物に被害が生じ

た時。

被害面積及び被害量を地方農政局等職員の巡回・見積り等により行う。 × -

甲種港湾調査票 80 その他

国土交通大臣が指定する調査計
画及び調査規則別表に掲げる甲
種港湾
報告者は、港湾の管理者又はそ
の港湾において次の業務を営む
者。
（ア）「入港船舶」は、船舶運航事
業を営む者又は水産業協同組合
の長
（イ）「船舶乗降人員」は、船舶運
航事業を営む者
（ウ）「海上出入貨物」は、港湾運
送業若しくは船舶運航事業を営
む者又は水産業協同組合の長
（エ）「本船荷役」は、港湾運送業
を営む者
（オ）「泊地及び係船岸」は、その
管理者

毎月 全数 166(R2) 調査員
・入出港届等の行政記録情報
・統計調査員が事業者等への聞き取りや過去の調査実績等から把握した
船舶の入港情報

毎月

左記により把握した情報を基に、都道府県知事の指揮監督を受け、各港湾の
統計調査員がそれぞれの名簿を作成。
　
※港湾調査は、その特性上、船舶が港湾に入港することを起点として報告者を
選定する必要があり、統計調査員が行政記録情報や聞き取り等により把握し
た船舶の入港情報から、その都度報告者を選定し、選定された報告者に報告
義務が課される。
　当該調査の報告者には港湾管理者が含まれており、行政記録情報等により
入港船舶を確実に補足しているほか、専用バースについては、その管理者を
報告者とするなどして、各都道府県において漏れなく調査を実施する体制が整
えられていると認識している。

× -

乙種港湾調査票 81 その他

国土交通大臣が指定する調査計
画及び調査規則別表に掲げる乙
種港湾
報告者は、港湾の管理者又はそ
の港湾において次の業務を営む
者。
（ア）「入港船舶」は、船舶運航事
業を営む者又は水産業協同組合
の長
（イ）「船舶乗降人員」は、船舶運
航事業を営む者
（ウ）「海上出入貨物」は、港湾運
送業若しくは船舶運航事業を営
む者又は水産業協同組合の長

１年 全数 512(R2)
・入出港届等の行政記録情報
・統計調査員が事業者等への聞き取りや過去の調査実績等から把握した
船舶の入港情報

毎年

上記ⅰ）により把握した情報を基に、都道府県知事の指揮監督を受け、各港湾
の統計調査員がそれぞれの名簿を作成している。
※港湾調査は、その特性上、船舶が港湾に入港することを起点として報告者を
選定する必要があり、統計調査員が行政記録情報や聞き取り等により把握し
た船舶の入港情報から、その都度報告者を選定し、選定された報告者に報告
義務が課される。
　当該調査の報告者には港湾管理者が含まれており、行政記録情報等により
入港船舶を確実に補足しているほか、専用バースについては、その管理者を
報告者とするなどして、各都道府県において漏れなく調査を実施する体制が整
えられていると認識している。

× -

建築物着工統計調査票/住宅
着工統計調査票

84 その他

建築基準法第15条第１項の規定
による建築物を建築しようとする
旨の届出（以下「建築工事届」と
いう。）にかかる建築物

毎月 全数 47(R2)
その他（都道府県

調査）
建築工事届

都道府県知事より
送付された調査票
を国土交通大臣が
集計したとき（調査
票情報）

都道府県知事は建築工事届等を基に建築統計を作成することと定められてい
る。（建築基準法第15条第４項）
　都道府県知事は、報告者（建築主）から提出された建築工事届に基づいて、
建築着工統計調査票を、当該届出に記載された工事の着手予定期日の属す
る月毎月分について作成し、これを翌月13日までに到達するよう国土交通大
臣に送付しなければならない。（建築動態統計調査規則第７条第１項）

国土交通大臣は、当該調査票に基づいて、毎月分について全
国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに公
表する。（建築動態統計調査規則第11条）

× -

建築工事費調査票 85 その他

建築物（建築着工統計調査（建
築基準法第15条第１項の規定に
よる建築物を建築しようとする旨
の届出（以下「建築工事届」とい
う。）にかかる建築物）から抽出）

１年 標本 ―　(R2)
郵送

オンライン
建築工事届

都道府県知事から
送付された建築工
事届の写しを基に
調査対象者に調査
票の送付を行うと
き

　建築物着工統計調査により報告される建築物（※）を工事費予定額別に分類
し、建築工事届に係る建築物から次の条件に基づき抽出
・工事費予定額20億円以上の建築物については全数調査
・工事費予定額20億円未満の建築物については、構造別（木造／非木造）、工
事費予定額階級
　別（しきい値１億円の２区分）に分類し、各層ごとに無作為抽出
（※）建築工事届に係る建築物
【抽出率の設定方法】
　全数抽出層以外の建築物について、工事費予定額によるネイマン配分によ
り抽出率を設定
なお、都道府県知事は、上記の方法により国土交通大臣が抽出した建築物に
ついて、当該建築物の建築工事届の写しを国土交通大臣に送付する。

× -

44
船員労働統計調
査

第1号様式（船員労働統計調
査票（漁船及び特殊船以外の
船舶に乗り組む船員について
の調査））
第2号様式（船員労働統計調
査票（漁船に乗り組む船員に
ついての調査））

91 その他

船員法（昭和22年法律第100号）
第１条に規定する船員であって、
総トン数20トン以上の、以下のア
～イに示す区分による船舶（船
舶所有者と同一の家族に属する
者のみを使用する船舶を除く。）
に乗り組む者を調査の対象とす
る。
ア 漁船並びに引船、はしけ及び
官公署船（以下「特殊船」とい
う。）以外の船舶のうち、国土交
通大臣が指定する船舶（第1号調
査
）
イ 漁船（第2号調査
）

１年

第1号
調査;
標本
第2号
調査;
全数

第1号調査;402
第2号調査;982

（R2)
郵送

・行政記録情報（船員法第111条に規定する業務報告）
・船員労働統計母集団調査

１年

（第１号調査）
　毎年調査実施の都度、行政記録情報に基づき作成した母集団名簿から層化
無作為抽出により標本抽出を行い、調査対象となる船舶名簿を作成する。な
お、標本設計は、５年毎に実施する船員労働統計母集団調査の結果を用いて
行う。
　調査票配布時に調査対象船舶の解撤・売船が判明した場合は、母集団名簿
から除外している。

　（第２号調査）
　毎年調査実施の都度、行政記録情報に基づき調査対象となる船舶名簿を作
成する。
　調査票配布時に調査対象船舶の解撤・売船が判明した場合は、母集団名簿
から除外している。

○ １年

45
自動車輸送統計
調査

第１号様式(貨物営業用自動
車（トラック)）、第2号様式(貨
物自家用自動車（トラック)）、
第４号様式（旅客営業用自動
車（タクシー）（乗用））

93 その他

貨物又は旅客の輸送の用に供
する自動車
報告者は、自動車検査証に記載
されている自動車の使用者

毎月 標本

第1号様式：
77,798

第2号様式：
116,487

第4号様式：
6,264
(R2)

郵送

行政記録情報
・道路運送車両法に基づく登録自動車データ
・道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める
政令に基づく軽自動車
検査情報

第1号様式：1、4、
7、10月分調査実

施前
第2、4号様式：毎

月

3ヶ月ごとに入手する最新の登録自動車データ等から母集団名簿の更新を行
い、層化無作為抽出により調査対象を抽出し、調査客体名簿を作成している。
依頼状配布時又は調査票配布時に調査対象車両の廃車が判明した場合は、
次回調査時より母集団名簿から除外している。

○ １年

計 24 6

建築着工統計調
査

39 港湾調査

国
土
交
通
省 41
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